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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ターボ過給機であって、
　軸受ハウジング（１００）と、
　前記軸受ハウジング内で回転するために装着されたシャフト（２２０）であって、潤滑
油の流れを前記軸受ハウジングの前記シャフトに導くための潤滑システム（２３０）を有
するシャフトと、
　前記シャフトの一方の端部に取り付けられかつ排気ガス流れによって駆動されるように
適合されたタービンホイール（２５０）と、
　前記潤滑システム（２３０）を前記タービンホイール（２５０）から絶縁する防熱材（
２００）と、を備え、
　圧縮ステーキ（３２５）を有するステーキング工具によって軸受ハウジング（１００）
の外縁の複数の部分を変形することによって複数の接続突出部（４００）が形成されてな
り、
　前記防熱材（２００）が、前記複数の接続突出部（４００）によって前記軸受ハウジン
グ（１００）に接続されてなるターボ過給機。
【請求項２】
　前記軸受ハウジング（１００）が、前記防熱材（２００）を受容するために寸法決めさ
れた凹部（１５０）を有し、前記防熱材（２００）の少なくとも一部分が前記凹部（１５
０）に位置決めされる、請求項１に記載のターボ過給機。
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【請求項３】
　前記防熱材（２００）が前記凹部（１５０）に圧入嵌めされなければならないように、
前記凹部及び前記防熱材が寸法決めされる、請求項２に記載のターボ過給機。
【請求項４】
　前記凹部がリップ部によって境界付けられ、少なくとも１つの接続突出部（４００）が
、前記凹部（１５０）の前記リップ部（１６０）における変形により形成される、請求項
２に記載のターボ過給機。
【請求項５】
　潤滑油の流れを軸受ハウジング（１００）のシャフト（２２０）に導くための潤滑シス
テム（２３０）を備えるターボ過給機を組み立てる方法であって、
　前記潤滑システムをタービンホイール（２５０）から絶縁する防熱材（２００）が前記
軸受ハウジング（１００）と前記タービンホイール（２５０）との間に位置決めされるよ
うに、前記防熱材を前記軸受ハウジングに対し位置決めするステップと、
　圧縮ステーキを有するステーキング工具によって軸受ハウジング（１００）の外縁の複
数の部分を変形し、これによって、前記防熱材（２００）を押圧する複数の接続突出部（
４００）を形成するステップと、
　を含む方法。
【請求項６】
　前記変形が圧縮ステーキングによって実行される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記軸受ハウジング（１００）の前記圧縮ステーキングの前に、前記軸受ハウジング（
１００）の環状チャネル（１５０）に前記防熱材（２００）を圧入するステップをさらに
含む、請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関用のターボ過給装置、より詳しくはターボ過給機の構成要素の組立
体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ターボ過給機は強制吸気システムの一種である。ターボ過給機は、エンジン内に流れる
空気を圧縮し、このように、重量を大幅に増すことなくエンジンの馬力を増強する。ター
ボ過給機は、エンジンからの排気流を使用して、タービンを回転させ、次にエアコンプレ
ッサを駆動する。タービンは大部分の自動車エンジンよりも約３０倍速く回転し、かつタ
ービンは排気に関連付けられるので、タービン内の温度は非常に高い。さらに、その結果
として生じる高い流速のため、ターボ過給機は騒音及び振動を受ける。このような状態は
、ターボ過給機の構成要素に対し、特にタービンロータのような回転部品に対し有害な作
用を及ぼすことがあり、システムの故障をもたらす可能性がある。さらに、ある状態下の
望ましくない間隙の結果として非効率をもたらすことがあるため、温度変化による熱成長
又は熱膨張について、設計を行わなければならない。
【０００３】
　ターボ過給機は、大型ディーゼルエンジンならびに乗用車の小型発電装置と関連して使
用される。ターボ過給機の設計及び機能が、先行技術に、例えば、米国特許第４，７０５
，４６３号明細書、同第５，３９９，０６４号明細書及び同第６，１６４，９３１号明細
書に詳細に記載されており、それらの開示は参考として本明細書に組み込まれている。
【０００４】
　ターボ過給機ユニットは、典型的に、エンジン排気マニホールドに動作的に接続される
タービンと、エンジン吸気マニホールドに動作的に接続されるコンプレッサと、急速に回
転するタービンホイールがコンプレッサホイールを駆動するようにタービンホイールとコ
ンプレッサホイールとを接続するシャフトとを含む。シャフトは、軸受ハウジングを通し
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て延び、軸受内で回転するように装着される。軸受は、フリーフローティング軸受である
ことが非常に多い。圧力下のクランクケースの潤滑油は、フリーフローティング軸受を通
して圧送されて、回転する軸受境界面ならびにシャフトの軸方向の振れを制限するスラス
ト面に給油する。
【０００５】
　上述のような有用な仕事を実行することに加えて、ターボ過給機は、２つの重要な問題
、すなわち、第１に、オイルは、軸受ハウジングからタービン又はコンプレッサハウジン
グ内に、及び軸受ハウジングから環境に漏れることが許されるべきでなく、第２に、ター
ビンの高温が軸受ハウジング内の潤滑油に悪影響を及ぼすことが許されてはならない問題
を克服するように設計されなければならない。
【０００６】
　より詳しくは、ターボ過給機付き車両は、ますます厳しくなる排出基準に適合すること
が要求される。タービンハウジングを通して延びかつ最高３５０，０００ｒｐｍで回転す
るタービンシャフトに給油して、それから熱を除去するために、潤滑油が高い流量で、圧
力下で圧送されることを考慮すると、軸受ハウジング内に潤滑油を収容することは、１つ
の難題である。障壁がターボ過給機内に設置されているが、ある量の潤滑油が軸受ハウジ
ングからタービンハウジング又はコンプレッサハウジング内に漏れる。この潤滑油は、排
気を介して環境に最終的に放出され、エミッションの要因となる。
【０００７】
　言及した第２の問題に関し、ディーゼルエンジンの場合、約７４０℃の温度、及びオッ
トーサイクルエンジンの場合、約１，０００℃の温度が排気ガスタービンに生じる。ター
ボ過給機のタービン部分から軸受ハウジングへの高温の伝達は、軸受内及びセンタハウジ
ングの壁部の潤滑油の酸化をもたらす可能性がある。
【０００８】
　排気ガスタービンの高温から軸受ハウジングを保護するために、防熱材を使用すること
が知られている。防熱材は、例えば米国特許第４，６１３，２８８号明細書、同第４，９
６９，８０５号明細書、同第５，０２６，２６０号明細書、同第５，２１４，９２０号明
細書、同第５，２３１，８３１号明細書、及び同第５，４０３，１５０号明細書に記載さ
れている。従来の知識によれば、防熱材は、タービンと軸受ハウジングとの間に間挿され
た平坦なディスク形状の一片の金属であり、高温への露出に耐えることができる。可変形
状のガイドベーンがターボ過給機に使用される場合、防熱材の位置決めは、ベーン又はタ
ービンホイールの運動に、ターボ過給機の構成要素の熱成長にも干渉しないようにしなけ
ればならない。
【０００９】
　ロンバルト（Ｌｏｍｂａｒｄ）への米国特許第７，０９７，４３２号明細書に、タービ
ンハウジングとセンタハウジングとの間に装着された防熱材を有するＶＴＧターボ過給機
が示されている。ロンバルトの装置が図１と図２に示されており、タービンハウジング１
２、センタハウジング１４、コンプレッサハウジング１６、タービンホイール１８、ハウ
ジングボルト４０、回転可能なガイドベーン９０及び防熱材９２を有する。防熱材９２は
、タービンハウジング１２とセンタハウジング１４とによってタービンホイールの周縁に
沿ってクランプされるか又は挟み込まれることにより、タービンホイール１８と同心に装
着される。ハウジングボルト４０は、ターボ過給機の作動中に防熱材９２に圧縮を加えて
、防熱材を適所に維持する。ロンバルト組立体は、ターボ過給機用の防熱材組立体に典型
的であるが、タービンハウジング１２の熱成長によって防熱材９２が動くという不都合を
受ける可能性がある。さらに、タービンホイール１８及びガイドベーン９０が充分なクリ
アランスを有するように、防熱材９２をハウジング１２と１４との間に位置決めするとき
に、熱成長及び組立体の許容公差を考慮するために、ターボ過給機の効率を低める可能性
があるより大きな間隙が設けられる。
【００１０】
　さらに、ハウジングを一体化して、クランプ継手を省略することがターボ過給機組立体
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に求められる場合、他の接続手段が必要になる。接続構造、例えばボルトのような追加の
構成要素は、費用がかさみ、かつ時間の経過につれて、接続構造が受ける極限状態のため
故障を蒙ることがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　したがって、タービン及び／又は軸受ハウジングとの改良された接続のための防熱材組
立体の必要性がある。効率を維持しつつ、ハウジング及び／又はベーンリング組立体の熱
成長を考慮するこのような組立体のさらなる必要性がある。さらに、費用効果的でありか
つ信頼できるこのようなシステム及び方法のさらなる必要性がある。さらに、製造、組立
及び／又は分解を容易にするこのようなシステム及び方法の必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　ターボ過給機組立体の典型的な実施形態は、タービン及び／又は軸受ハウジングと防熱
材との改良された接続を提供する。典型的な実施形態は、効率を維持しつつ、ハウジング
及び／又はベーンリング組立体の熱成長を考慮する。典型的な実施形態は、費用効果的で
ありかつ信頼できる。典型的な実施形態は、製造、組立及び／又は分解を容易にする。
【００１３】
　一形態において、軸受ハウジングと、タービンホイールと、潤滑システムを有するシャ
フトと、タービンホイールを潤滑システムから絶縁する防熱材とを備えるターボ過給機が
提供される。防熱材は、少なくとも１つの接続突出部によって軸受ハウジングに接続され
る。少なくとも１つの接続突出部は、軸受ハウジングの変形工程によって形成される。
【００１４】
　他の形態において、環状チャネルを内部に有する軸受ハウジングと、タービンホイール
と、タービンホイールと軸受ハウジングとの間に位置決めされる防熱材とを備えるターボ
過給機が提供される。防熱材の部分は、環状チャネルに位置決めされ、防熱材は、少なく
とも１つの接続突出部によって軸受ハウジングに接続される。少なくとも１つの接続突出
部は、軸受ハウジングの変形工程によって形成される。
【００１５】
　他の形態において、軸受ハウジングとタービンホイールとの間に防熱材を位置決めし、
これによって、潤滑システムをタービンホイールから絶縁するステップと、圧縮ステーキ
ングによって軸受ハウジングの少なくとも１つの部分を変形させ、これによって、少なく
とも１つの接続突出部を形成するステップとを含むターボ過給機を組み立てる方法が提供
される。少なくとも１つの接続突出部は防熱材を押圧する。
【００１６】
　軸受ハウジングはチャネルを有することができ、防熱材の部分はチャネルに位置決めす
ることができる。防熱材は、チャネルに位置決めされる環状フランジでもよい。少なくと
も１つの接続突出部は、防熱材の円周に沿って等距離に離間している複数の接続突出部で
あることができる。軸受ハウジングの変形工程は、１つ以上の圧縮ステーキを有するステ
ーキング工具によって実行されることが可能である。少なくとも１つの接続突出部は、チ
ャネルの外縁の変形により形成されることができる。環状フランジの大きさ及び形状は、
チャネルの大きさ及び形状と実質的に同一であることができる。
【００１７】
　防熱材は、中心穴と、この中心穴に向かって先細りの内壁とを有することができる。防
熱材はタービンホイールと同心に整列されることが可能である。少なくとも１つの接続突
出部は、防熱材の円周に沿って等距離に離間している複数の接続突出部であることができ
る。さらに、本方法は、軸受ハウジングを圧縮ステーキングする前に、軸受ハウジングの
環状チャネルに防熱材を圧入するステップを含むことができる。さらに、本方法は、軸受
ハウジングを圧縮ステーキングする前に、軸受ハウジングの環状チャネルに防熱材を位置
決めするステップと、圧縮ステーキングによって環状チャネルの外縁を変形させて、少な
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くとも１つの接続突出部を形成するステップとを含んでもよい。
【００１８】
　本発明について、同様の参照番号が同様の要素を指す添付図面で、一例としてかつ限定
することなく説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】米国特許第７，０９７，４３２号明細書による現在のターボ過給装置の断面図で
ある。
【図２】防熱材接続を示す図１のターボ過給機の部分Ａの拡大断面図である。
【図３】本発明の典型的な実施形態のターボ過給機の部分の断面図である。
【図４】図３のターボ過給機の部分Ｂの拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図３と図４を参照すると、軸受ハウジング１００を有するターボ過給機の部分が示され
ている。軸受ハウジング１００は、軸受ハウジングの外周縁の近傍の一方の端部で周辺チ
ャンネル又はポケット１５０を画定する。後により詳細に説明するように、チャネル１５
０は、防熱材２００を位置決めして、軸受ハウジング１００に接続するために使用される
。
【００２１】
　チャネル１５０は、タービンホイール又はロータ２５０と同心に整列されることが好ま
しい。防熱材２００は、それを貫通する中心穴２１０を有する。中心穴２１０は、タービ
ンホイール２５０と同心に整列され、前記中心穴を通したシャフト２２０の通過を可能に
することが好ましい。シャフト２２０は、反対側端部でコンプレッサホイール（図示せず
）に接続される。
【００２２】
　防熱材２００は、潤滑システム２３０を含むターボ過給機の構成要素に防熱を提供する
。他の種々の構成要素が、この典型的な実施形態のターボ過給機に使用可能であるが、そ
れについては記載していない。このような他の構成要素としては、これらに限定されない
が、タービンハウジング、ガイドベーンの外側案内格子、支持リング、作動装置、及び制
御ハウジングを含む。
【００２３】
　軸受ハウジング１００に対し防熱材２００を適所に確実に維持するために、軸受ハウジ
ングの１つ以上の部分が変形させられ、防熱材に対し押圧される。変形工程のために使用
される特定の工具は、ターボ過給機の過酷な環境にさらされる軸受ハウジング１００と防
熱材２００との間の接続に十分な強度を提供しつつ、製造を容易にするように選択するこ
とができる。
【００２４】
　図３と図４の典型的な実施形態では、軸受ハウジング１００を変形して、１つ以上の接
続突出部４００を形成するために、ステーキング工具３００が使用される。接続突出部４
００の大きさ、形状及び数は、工程を容易にし、防熱材２００と軸受ハウジング１００と
の間の接続に十分な強さを提供するように、かつ製造時間及び製造コストを含む他の要因
に基づき、選択することができる。本開示では、荷重が等しく又は実質的に等しく突出部
の間に分布されるように、防熱材２００の円周に沿って等しく離間している複数の接続突
出部４００の使用が意図される。しかし、防熱材２００全体を取り囲みかつ防熱材に対し
て押圧されるフランジである単一の接続突出部４００を含む接続突出部４００の他の構造
も、本開示によって考えられる。接続突出部４００の数、形状、大きさ、間隔及び／又は
構造は、突出部を形成するために利用される特定のステーキング工具３００によって制御
することができる。
【００２５】
　図４の拡大図に示したように、１つ以上の接続突出部４００は、チャネル１５０の外縁
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１６０に沿って形成されることが好ましい。この縁部１６０に沿って軸受ハウジング１０
０を変形させることによって、変形工程が容易になる。好ましくは、チャネル１５０の大
きさ及び形状は、防熱材２００の外周縁の大きさ及び形状の狭い許容公差内にある。より
好ましくは、防熱材２００は、防熱材がチャネルに挿入されて、ステーキング工程中にチ
ャネルに一時的に保持されることができるように、チャネル１５０の大きさ及び形状と同
様の大きさ及び形状を有するフランジ２６０を有する。しかし、防熱材２００の外周縁の
他の形状及び大きさは、フランジ２６０の有無にかかわらず、本開示によって考えられる
。さらに、典型的な実施形態は、中心穴２１０に向かって先細りして、防熱材の凹面を提
供する内壁２０５を有する防熱材２００を有する。しかし、本開示では、円筒状を含む防
熱材２００の他の形状が考えられる。
【００２６】
　チャネル１５０は、防熱材２００のフランジ２６０に実質的に対応する均一な深さと幅
とを有する環状チャネルであることが好ましい。このような均一なチャネル１５０を設け
ることによって、チャネル１５０に対する防熱材２００の向きは、以下に述べるようなス
テーキング工程中に問題とならない。しかし、本開示では、防熱材を所望の向きに配向で
きるであろうチャネル内のキー等を含む防熱材２００の形状に対応するであろうチャネル
１５０用の他の形状も考えられる。
【００２７】
　典型的な実施形態では、変形工程は、防熱材２００のフランジ１６０をチャネル１５０
に挿入することから始まる。狭い許容公差のため、防熱材２００は、ステーキング工具３
００が位置決めされる間にチャネルに圧入嵌めすることができる。ステーキング工具３０
０は、縁部１６０に対し位置決めされ、また圧縮力が工具に加えられ、圧縮ステーキ３２
５を介して接続突出部４００の形成をもたらす。好ましい実施形態では、ステーキング工
具３００は、複数の接続突出部４００を形成するために、軸受ハウジング１００に向かう
方向に移動するだけでよい。しかし、本開示では、例えば、圧縮しかつ回転するステーキ
ング工具のようなステーキング工具の他の技術及び種類が考えられる。
【００２８】
　典型的に、軸受ハウジング２００は、ステーキング工具３００によって容易に変形され
ることができる鋳鉄、より典型的にはねずみ鋳鉄から製造される。上述の工程と組み合わ
せて、工程を容易にするための加熱を含む他の技術を使用することができる。
【００２９】
　可変形状のガイドベーンを有するターボ過給機に関し、本開示について説明してきたが
、防熱材組立体及び組立工程の典型的な実施形態を他の種類のターボ過給機に使用できる
ことを理解すべきである。
【００３０】
　説明目的のために選択された特定の実施形態を参照して本発明について説明してきたが
、本発明の趣旨と範囲から逸脱することなしに、本発明に対し多数の修正が当業者によっ
て実施可能であることを理解すべきである。
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